
 
 

令和7年度  第2回 

加古川市地域公共交通会議 
 
 
 

議  案  書 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    日  時    令和8年1月19日（月）午前10時から 

    場  所    加古川市役所新館10階 大会議室 



会 議 次 第 

 

 

１ 開会 

 ・会議の趣旨 

 ・委員の紹介 

 ・出席状況報告 

 

 

２ 協議 

協議第１号 地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統確保維持費 

国庫補助金）に関する事業評価について 

 

 

３ 報告 

報告第１号 コミュニティ交通の運行状況について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）に関する 

事業評価について 

 

国の地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業について、地域公共交通

確保維持改善事業費補助金交付要綱第３条第５項等の規定により、下記のとおり、事業

の実施状況の確認及び評価を行う。 

 

記 

 

１ 対象事業年度  令和７年度 

 

２ 評価対象期間  令和６年 10月１日～令和 7 年９月 30 日 

 

３ 評価書類 

・事業評価実施細目様式    …Ｐ２・３ 

・事業評価シート（近畿様式） …Ｐ４～８ 

 

４ 参考資料 

  ・加古川市公共交通網図    …Ｐ９ 

  ・地域公共交通プラン（抜粋） …Ｐ10～17 

  ・地域公共交通プラン別紙   …Ｐ18～22 

  ・交付要綱（抜粋）      …Ｐ23・24 

 

５ 今後の流れ 

  令和８年１月 30 日までに、兵庫陸運部に対して上記評価書類を提出する。 

協議第１号 
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

 

【基本方針（関係部分抜粋）】 

都市間広域幹線に加え、鉄道駅と交通需要 

の多い地域を連絡する運行頻度の高い幹線 

系統を確保する。（幹の交通） 

 

市域内の幹線交通としての役割を果たす 

民営路線バス（地域間幹線系統）の維持・ 

確保を図ることで、市民の生活交通手段を 

存続させていく。 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添で添付して下さい。 

 

２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

・系統や便数、運行ダイヤの見直し、効率化の検討（事業者） 

・市内の公共交通に係る路線図・運賃表等の作成及び配布（加古川市） 

・ホームページ等の多様なツールを活用した情報提供（加古川市・事業者） 

・公共交通の利用促進イベントの実施（加古川市・事業者） 

 

加古川市地域公共交通会議（地域間幹線系統の評価） 

 

民営路線バス（地域間幹線系統）の利用者数 40 万人を維持する。 

バス事業者保有のデータ（停留所ごとの乗降調査、系統別輸送実績）により、達成状

況の評価を行う。 

 

近畿様式 

＜基本方針の概念図＞ 
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（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

地域間幹線系統 事業者 R6.10.1～ 

R7.9.30 

幹 通勤、通学、通院、買物等の住民

の日常生活を支える身近な公共交

通として重要な役割を果たしてい

る民営路線バスに対して支援 

     

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、利策：利便増進計画

策定事業、利推：利便増進計画推進事業、継策：運送継続計画策定事業、継推：運送継続計

画推進事業 

 
その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

    

    

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

公共交通周知 市 R7.4.1～ 

R8.3.31 

転入者に対して路線図等配布 

デジタルサイネー

ジ運用 

市 R7.4.1～ 

R8.3.31 

JR加古川駅にデジタルサイネージ

（2 台）を設置し、路線バスの発

車時刻等の情報を発信 

    

    

  

補助対象事業 

非補助事業 
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（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性向

上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

公共交通周知 加古川市への転入者に対して路線図等を配

布 

利用者数の増加 

 

市内上限運賃 市内の停留所で乗降かつニコパ決済の場合

に、上限運賃 200 円を適用 

利用者数の増加 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

４. 具体的取組に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域の生活交通ネットワークの存続に向け、国及び県と強調して補助を行い、市

民にとって必要不可欠なバス路線の確保・維持に務めた。 

利用者数は目標値を上回った。 

 

目標値 実績 備考 

利用者数 40 万人 

※４系統 

494,366 人（R7 実績） 

※４系統 
目標：R5 並を維持 
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５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

 

自動車中心の交通状況、人口減少、少子化

の進行等により、路線バスの利用者数の減

少傾向が続いている。また、新型コロナウ

イルス感染症の発生以降、生活スタイルの

変化等により、路線バスの利用者が減少し

ており、路線バスの確保・維持が課題。 

 

 

引き続き、路線バスの確保・維持につい

て、国及び県と連携して取り組み、生活

交通ネットワークの存続に努める。 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

 

【デジタルサイネージの運用】 

加古川市では、令和７年２月より、ＪＲ加古川駅の駅コンコース内と駅南ロータリーの

２か所にデジタルサイネージを設置している。 

バス発着情報、時刻表、路線図、乗り場案内、バスの乗り方説明や市政情報等を表示し、

利用者にとってわかりやすい情報発信に努めた。 

 

※R7 実施のアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

加古川市地域公共交通会議（これまでの経緯） 

バス発着情報の
便利さ

時刻表のわかり
やすさ

デジタルサイ
ネージによるバ
スの利用機会

デジタルサイ
ネージの満足度

便利 わかりやすい 増えた 満足
68% 56% 20% 60%

該当なし 
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 加古川市 公共交通網図（令和7年4月現在）

凡例

神姫バス路線

かこバス

かこバスミニ

チョイソコかこがわ（乗合デマンドタクシー）

上荘くるりん号
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加 古 川 市 地 域 公 共 交 通 プ ラ ン（素

案） 

（ 地 域 公 共 交 通 網 形 成 計 画 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 ３月 

 

加 古 川 市 

 

 
平成 29 年 3 月策定 

令和 6 年 6 月改定 

加古川市 

改定（後） 

10



5

1 .5

J R

    

- 64-1 -

11



5

- 64-2 -

12



5

  

  

 
  

- 65-1 -

13



5

- 65-2 -

14



5

  

  

     

     

- 66 -

15



5

- 67 -

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加古川市地域公共交通プラン 
（地域公共交通網形成計画） 

—————————————————————————————— 

発行 平成 29 年３月 

改定 令和 6 年 6 月 

加古川市 都市計画部 交通政策課 

〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家 2000 

TEL：（079）427-9732   FAX：（079）422-8192 

—————————————————————————————— 
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別紙（地域間幹線系統） 

 

令和 6 年 6 月 

          加古川市地域公共交通会議          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

加古川市においては、民営路線バスは主に鉄道駅を中心に運行している。利用者が見

込めない路線を減便する等で、収支率は維持しているが、運行が1時間に1本未満の路線

もあり、便利にバスを活用できない地域がある。こうした地域からは路線バスの運行頻

度や運行時間帯の拡大を求める声があり、地域の要望とニーズを踏まえた再編が必要と

なっている。 

市域内には路線バスのほか乗合タクシー、コミュニティバス、市町村運営有償運送、

乗合デマンドタクシーにより構成される公共交通機関網が広がっている。 

これらの公共交通については、市内の鉄道駅や買い物施設、医療機関等が市民の日常

生活機能を担う中で、車を運転できない高齢者等を中心に、生活に必要不可欠な交通と

して機能している。 

民営路線バスが、市内の都市拠点間の移動や近隣市町への移動を支える幹線としての

役割を果たしている。また、地域内の生活利便施設を結び、幹線に通じるコミュニティ

バス等が枝線の役割を果たしている。 

しかしながら、少子高齢化に伴う人口減少や自家用車の普及に伴い、当市の公共交通

を取り巻く環境は非常に厳しい状況にある。 

また、JR山陽本線・加古川線及び山陽電鉄の各駅を中心に半径1㎞、各バス停を中心に

半径500ｍを公共交通勢圏（徒歩圏）とすると、市民の約9割が公共交通勢圏に居住して

いることとなるが、鉄道・路線バスがまったく運行していない公共交通空白地域が約1割

残っており、住民に不便を強いている状況にある。 

このため、国の地域公共交通確保維持事業を活用して、市域内の幹線交通としての役割

を果たす民営路線バスの維持・確保を図ることで、市民の生活交通手段を存続させていく

ことが必要である。 

 

【対象路線】 ※令和7年度（R6.10～R7.9） 

①土山駅～川北口～母里 

②上新田北口～天満小学校～土山駅 

③姫路駅前～法華山一乗寺～社 

④加古川駅～水足～上新田北口 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１） 事業の目標 

 

民営路線バス（地域間幹線系統）の利用者数を、令和 5 年度実績並みの 40 万人を維持 

する。 

 

（２）事業の効果 

 

  民営路線バス（地域間幹線系統）を維持することにより、市民の通勤・通学・通院及

び買い物等日常生活に必要不可欠な交通手段が確保される。 
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別紙（地域間幹線系統） 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

  ・系統や便数、運行ダイヤの見直し、効率化の検討（事業者） 

  ・市内の公共交通に係る路線図・運賃表等の作成及び配布（加古川市） 

  ・ホームページ等の多様なツールを活用した情報提供（加古川市・事業者） 

  ・公共交通の利用促進イベントの実施（加古川市・事業者） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
 

  表 1を添付。※事務局及び交通事業者で作成予定。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

表 2を添付。※事務局及び交通事業者で作成予定。 

 

  地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る各路線について、その運行に係 

 る費用に対しての加古川市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫

補助金を運行経費から差し引いた額の内、各路線の全キロ程に対する加古川市のキロ程

の割合に応じて負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

  バス事業者保有のデータ（停留所ごとの乗降調査、系統別輸送実績等）による。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし。 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし。 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

  別紙「地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組内容」を添付。 

※事務局及び交通事業者で作成予定。 
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別紙（地域間幹線系統） 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

該当なし。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
 

「土山駅～川北口～母里」路線及び「上新田北口～天満小学校～土山駅」路線を運行

するバス車両については、耐用年数 5 年を大幅に上回る年数を経過し、機能劣化が進行

し、旅客運送における安全性の確保や燃費性能の低下が懸念され、早急な買い換えが必

要となっていた。 

  このため、当該幹線系統を運行する事業者の車両更新を支援することにより、輸送の

安全確保を図るとともに、地球に環境にやさしいバス輸送を推進する。 

  また、計画的にノンステップバス等のバリアフリーに対応した車両を導入することに

より、安全な運行につながるとともに、子どもから高齢者、障がいのある方がバスに乗

りやすい環境整備につながる。 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
 

  令和 5 年度は、利用者の安全性確保や快適な利用のため、次のとおり 1 台の車両更新

を支援する。 

  ・神姫バス株式会社：1 台 

   （「土山駅～川北口～母里」路線及び「上新田北口～天満小学校～土山駅」路線） 

 

（２）事業の効果 

 

  計画的にノンステップバス等のバリアフリーに対応した車両を導入することにより、

安全な運行につながるとともに、子どもから高齢者、障がいのある方がバスに乗りやす

い環境整備につながる。 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

表 6 及び表 7 を添付。※事務局及び交通事業者で作成予定。 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

  該当なし。 
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別紙（地域間幹線系統） 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

  該当なし。 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

該当なし。 

 

（２）事業の効果 

 

該当なし。 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし。 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

・令和 6年 2 月 15 日（R5 年度第 2 回） 

「加古川市地域公共交通会議規則の改正について」（報告事項） 

→加古川市地域公共交通会議が、「道路運送法」に基づく地域公共交通会議としての

機能と、地域公共交通計画の実施及び変更に関する事項を協議する「地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定協議会としての機能の両方を有する

ことを明確化するため、規則の一部改正を行った。 

 

・令和 6年 5 月 24 日（R6 年度第 1 回） 

「加古川市地域公共交通会議規則の改正について」（報告事項） 

→国の地域公共交通確保維持事業を活用し、地域間幹線系統に令和 7 年度以降も補助

を行うため、6 月中に補助対象路線を地域公共交通計画に位置付けること及び本別

紙の内容について協議を行う旨説明を行った。 

 

・令和 6年 6 月 7 日（R6 年度第 2 回） 

「加古川市地域公共交通プラン（地域公共交通網形成計画）の改定について」（議案） 

→補助対象路線を地域公共交通計画に位置付けること及び本別紙の内容について協

議。 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

 ・民営路線バス（地域間幹線系統）を含め地域公共交通に関しての意見は、市のスマイ

ルメールシステムや窓口での対応等で随時聴取を行っている。 

  また、町内会との意見交換会や説明会等を行った際にも地域の意見を受けており、可

能な限り地域公共交通計画へ反映している。 
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別紙（地域間幹線系統） 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 兵庫県 加古川市 加古川町北在家 2000 番地 

（所 属） 加古川市 都市計画部 都市計画課 交通政策・景観形成係         

（氏 名） 関 大志 

（電 話） 079-427-9732 

（e-mail） tokei@city.kakogawa.lg.jp 
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　　ロ　運送継続計画（活性化法第２７条の３の規定により大臣の認定を受けたものに

限る。第１３２条の３及び別表２６－２の運送継続計画策定事業に係る補助対象

経費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当。

 該計画の達成状況等の評価に係る事業

　十　「地域公共交通バリアフリー化調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をい

 う。

　　イ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号。以下「バリアフリー法」という ）第２４条の２第１項に規定する移動等。

 円滑化促進方針を策定するために必要な調査を行う事業

　　ロ　バリアフリー法第２５条第１項に規定する移動等円滑化基本構想を策定するた

 めに必要な調査を行う事業

　十一　「地域公共交通再構築調査事業」とは、鉄道路線の全部又は一部の区間におけ

る、持続可能性と利便性の高い地域公共交通への再構築を図るために実施される事

 業をいう。

　十二　「共同経営計画策定事業」とは、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の特例に関する法律（令和２年法律第３２号）に基づく

 共同経営計画を策定するために必要な調査を行う事業をいう。

２　協議会、都道府県又は市区町村は、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係

者の意見を反映させるため、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該計画に代

えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画及び生活交通改善事

業計画を含む ）を策定しようとするときは、あらかじめ協議会への当事者の参加、。

アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等を行わなければならない

 （鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を除く 。。）

３　協議会、都道府県又は市区町村は、第１項第一号の生活交通確保維持改善計画（当

該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画を含む ）。

を策定するに当たって、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関す

る法律（平成９年法律第９１号）第５条の外客来訪促進計画が策定されているときは

 同計画と整合性のとれたものでなければならない。

 

 （協議会）

 第３条　前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

 　一　関係する都道府県又は市区町村

 　二　関係する交通事業者又は交通施設管理者等

　三　地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

 という ）又は地方航空局。

　四　その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

 会が必要と認める者

２　第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画

を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に規定する協議会 以（
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下「活性化法法定協議会」という ）にあっては、地域間幹線系統は地域間のみなら。

ず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と

一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏

まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村

 がともに参加すること。

３　第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む ）を策定する。

協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることか

 ら関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４　地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等

 を行う。

５　協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

 て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。

 

 第２編　地域公共交通確保維持事業

 

 第１章　陸上交通

 

 第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 

 （補助対象事業者等）

第４条　本節における補助対象事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス事業」という ）。

を経営する者（以下「乗合バス事業者」という ）であって、活性化法法定協議会で。

の議論を経て、第８条第１項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記

載されている者又は地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成した活

 性化法法定協議会とする。

２　国土交通大臣（以下「大臣」という ）は、予算の範囲内において、第６条の補助。

対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対

し交付する。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に

 調整を必要とする場合には、予算の範囲内で額を増減することができる。

 

 （補助対象期間）

第５条　本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと

する会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）第１１条に規定する会計年度をい

 う。以下同じ ）の９月３０日を末日とする１年間とする。。

 

 （補助対象事業の基準）

第６条　本節における補助対象事業は、別表１に定める要件に適合する運行系統に係る

運行であって、かつ、別表２に定めるところにより補助対象経費の額が算定されるも
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者

数
に

つ
い

て
は

、
令

和
5年

度
と

比
較

し
増

加
し

て
い

る
。

＋
21

,8
86

人
（

 7
65

,4
61

人
→

78
7,

34
7人

）
・

運
行

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

数
が

増
加

し
た

こ
と

に
伴

う
運

賃
収

入
の

増
等

に
よ

り
、

令
和

5年
度

と
比

較
し

減
少

し
て

い
る

。
▲

19
,2

16
千

円
（

 2
18

,3
11

千
円

→
19

9,
09

5千
円

）

R4
R5

 
①

R6
 

②
増

減
（

②
－

①
）

R4
R5

 
③

R6
 

④
増

減
（

④
－

③
）

利
用

者
数

（
人

）
25

0,
49

6
27

7,
42

2
28

3,
19

9
5,

77
7

20
7,

63
3

22
1,

60
9

22
4,

38
3

2,
77

4
1日

当
た

り
の

平
均

乗
車

人
数

（
人

）
68

6
75

8
77

4
16

56
9

60
5

61
3

8

運
行

経
費

（
千

円
）

10
5,

89
8

10
3,

95
3

98
,6

57
▲

 5
,2

96
85

,4
30

84
,0

75
79

,9
57

▲
 4

,1
18

運
行

収
入

（
千

円
）

35
,7

07
39

,7
56

40
,4

41
68

5
29

,5
96

31
,7

57
32

,0
41

28
4

運
行

補
助

金
（

千
円

）
70

,1
15

64
,1

27
58

,1
54

▲
 5

,9
73

55
,7

70
52

,2
61

47
,8

66
▲

 4
,3

95

R4
R5

 
⑤

R6
 

⑥
増

減
（

⑥
－

⑤
）

R4
R5

 
⑦

R6
 

⑧
増

減
（

⑧
－

⑦
）

利
用

者
数

（
人

）
15

2,
47

3
16

8,
06

6
17

7,
55

7
9,

49
1

86
,1

27
98

,3
64

10
2,

20
8

3,
84

4
1日

当
た

り
の

平
均

乗
車

人
数

（
人

）
41

8
45

9
48

5
26

23
6

26
9

27
9

10

運
行

経
費

（
千

円
）

79
,2

89
77

,8
63

73
,9

13
▲

 3
,9

50
63

,4
23

62
,3

09
59

,1
75

▲
 3

,1
34

運
行

収
入

（
千

円
）

21
,7

35
24

,0
85

25
,3

56
1,

27
1

12
,2

78
14

,0
94

14
,5

95
50

1
運

行
補

助
金

（
千

円
）

57
,5

07
53

,7
34

48
,5

18
▲

 5
,2

16
51

,1
18

48
,1

89
44

,5
57

▲
 3

,6
32

東
加

古
川

ル
ー

ト
別

府
ル

ー
ト

鳩
里

・
尾

上
ル

ー
ト

浜
手

ル
ー

ト

26



か
こ
バ
ス
ミ
ニ
の
運
行
状
況

〇
運

行
事

業
者

加
古

川
市

か
こ

バ
ス

ミ
ニ

運
営

組
合

〇
運

行
開

始
平

成
17

年
6月

に
か

こ
タ

ク
シ

ー
（

現
在

の
志

方
西

ル
ー

ト
）

運
行

開
始

。
令

和
６

年
10

月
平

岡
東

南
ル

ー
ト

運
行

開
始

。
〇

直
近

の
利

用
者

数
、

運
行

補
助

金
等

に
つ

い
て

・
利

用
者

数
に

つ
い

て
は

、
令

和
5年

度
と

比
較

し
増

加
し

て
い

る
。

＋
9,

80
2人

（
 5

4,
82

0人
→

64
,6

22
人

）
・

運
行

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
令

和
5年

度
と

比
較

し
増

加
し

て
い

る
。

+
9,

91
7千

円
（

 7
2,

22
4千

円
→

82
,1

41
千

円
）

R5
 

①
R6

 
②

増
減

（
②

－
①

）
R5

 
③

R6
 

④
増

減
（

④
－

③
）

R5
 

⑤
R6

 
⑥

増
減

（
⑥

－
⑤

）
利

用
者

数
（

人
）

18
,9

62
19

,7
50

78
8

4,
21

7
5,

05
6

83
9

12
,0

50
12

,0
20

▲
 3

0
1日

当
た

り
の

平
均

乗
車

人
数

（
人

）
65

67
2

17
21

4
50

49
▲

 1

運
行

経
費

（
千

円
）

28
,4

00
31

,3
30

2,
93

0
10

,0
92

10
,7

88
69

6
16

,9
74

19
,0

26
2,

05
2

運
行

収
入

（
千

円
）

2,
98

1
3,

10
5

12
4

65
2

80
5

15
3

1,
85

6
1,

85
8

2
運

行
補

助
金

（
千

円
）

25
,4

18
28

,2
22

2,
80

4
9,

43
8

9,
98

1
54

3
15

,1
15

17
,1

65
2,

05
0

R5
 

⑦
R6

 
⑧

増
減

（
⑧

－
⑦

）
R5

 
⑨

R6
 

⑩
増

減
（

⑩
－

⑨
）

R5
 

⑪
R6

 
⑫

増
減

（
⑫

－
⑪

）
利

用
者

数
（

人
）

6,
09

5
6,

48
5

39
0

2,
71

0
2,

91
2

20
2

8,
58

8
9,

07
2

48
4

1日
当

た
り

の
平

均
乗

車
人

数
（

人
）

25
27

2
11

12
1

35
37

2

運
行

経
費

（
千

円
）

6,
52

1
6,

94
4

42
3

5,
21

1
5,

49
3

28
2

5,
47

2
5,

73
4

26
2

運
行

収
入

（
千

円
）

98
8

1,
04

0
52

48
7

52
2

35
91

7
96

3
46

運
行

補
助

金
（

千
円

）
5,

53
0

5,
90

3
37

3
4,

72
2

4,
96

9
24

7
4,

55
3

4,
76

9
21

6

R5
 

⑬
R6

 
⑭

増
減

（
⑭

－
⑬

）
R5

 
⑮

R6
 

⑯
増

減
（

⑯
－

⑮
）

利
用

者
数

（
人

/年
）

97
6

5,
86

5
4,

88
9

0
3,

46
2

3,
46

2
1日

当
た

り
の

平
均

乗
車

人
数

（
人

）
4

24
20

0
29

29

運
行

経
費

（
千

円
）

3,
22

9
8,

78
1

5,
55

2
0

3,
52

2
3,

52
2

運
行

収
入

（
千

円
）

15
4

90
2

74
8

0
26

5
26

5
運

行
補

助
金

（
千

円
）

3,
07

3
7,

87
7

4,
80

4
0

3,
25

5
3,

25
5

平
岡

北
ル

ー
ト

 ※
R6

.1
.9

運
行

開
始

志
方

中
ル

ー
ト

 ※
R5

.1
1.

1延
伸

平
岡

東
ル

ー
ト

志
方

西
ル

ー
ト

 ※
R5

.1
1.

1延
伸

志
方

東
ル

ー
ト

山
手

ル
ー

ト
病

院
ラ

イ
ナ

ー

平
岡

東
南

ル
ー

ト
 ※

R6
.1

0.
1運

行
開

始
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チ
ョ
イ
ソ
コ
か
こ
が
わ
の
運
行
状
況

〇
運

営
事

業
者

ネ
ッ

ツ
ト

ヨ
タ

神
戸

株
式

会
社

〇
運

行
事

業
者

（
八

幡
地

区
）

フ
ァ

イ
ブ

ス
タ

ー
タ

ク
シ

ー
株

式
会

社
（

平
荘

地
区

）
別

府
タ

ク
シ

ー
株

式
会

社
〇

運
行

開
始

（
八

幡
地

区
）

令
和

3年
10

月
※

実
証

実
験

期
間

︓
令

和
3年

1月
13

日
〜

9月
30

日
（

平
荘

地
区

）
令

和
5年

12
月

〇
運

行
方

式
デ

マ
ン

ド
型

区
域

運
行

〇
運

行
エ

リ
ア

（
八

幡
地

区
）

八
幡

町
全

域
及

び
神

野
町

、
上

荘
町

の
一

部
（

平
荘

地
区

）
平

荘
町

全
域

及
び

神
野

町
、

八
幡

町
、

上
荘

町
、

東
神

吉
町

、
志

方
町

の
一

部
〇

直
近

の
利

用
者

数
、

運
行

補
助

金
等

に
つ

い
て

・
利

用
者

数
に

つ
い

て
は

、
令

和
5年

度
と

比
較

し
増

加
し

て
い

る
。

+
1,

24
1人

（
4,

09
4人

→
5,

33
5人

）
・

運
行

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
令

和
5年

度
と

比
較

し
増

加
し

て
い

る
。

＋
3,

88
3千

円
（

 1
7,

68
7千

円
→

21
,5

70
千

円
）

。

R5
 

⑦
R6

 
⑧

増
減

（
⑧

－
⑦

）
R5

 
⑨

R6
 

⑩
増

減
（

⑩
－

⑨
）

利
用

者
数

（
人

）
3,

62
1

3,
56

8
▲

 5
3

47
3

1,
76

7
1,

29
4

1日
当

た
り

の
平

均
乗

車
人

数
（

人
）

15
15

0
11

12
1

運
行

経
費

（
千

円
）

14
,8

33
14

,0
80

▲
 7

53
3,

82
1

8,
70

9
4,

88
8

運
行

収
入

（
千

円
）

60
3

61
7

14
85

32
1

23
6

運
行

補
助

金
（

千
円

）
13

,9
52

13
,1

85
▲

 7
67

3,
73

5
8,

38
5

4,
65

0

八
幡

地
区

平
荘

地
区

 ※
R5

.1
2.

1運
行

開
始
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上
荘
く
る
り
ん
号
の
運
行
状
況

〇
運

行
事

業
者

上
荘

公
共

交
通

協
議

会
〇

運
行

開
始

月
平

成
25

年
3月

〇
運

行
形

態
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

（
道

路
運

送
法

第
78

条
第

２
号

）
〇

直
近

の
利

用
者

数
、

運
行

経
費

等
に

つ
い

て
・

利
用

者
数

に
つ

い
て

は
、

令
和

5年
度

と
比

較
し

増
加

し
て

い
る

。
+

50
1人

（
1,

42
2人

→
1,

92
3人

）
・

運
行

経
費

に
つ

い
て

は
、

令
和

4年
度

と
比

較
し

増
加

し
て

い
る

。
＋

56
千

円

R4
R5
 
①

R6
 
②

増
減
（
②
−
①
）

利
用
者
数
（
人
/年

）
1,
62
7

1,
42
2

1,9
23

50
1

1日
あ
た
り
の
平
均
乗
車
数

6.
8

5.
9

8.
0

2.
1

運
行
経
費
【
委
託
料
等
】
（
千
円
）

1,
56
8

1,
61
0

1,6
66

56
運
行
収
入
（
千
円
）

15
0

13
4

19
3

59
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